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入札公告（建設工事） 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

本入札公告に記載の工事は、技術資料を共通化できる２件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施

する工事である。 

本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて２件の工事が別々に案件登録されているので、複数

の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。 

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律第 1 条に規定する行政機関の

休日）を除く、午前 9 時から午後 6 時（電子入札の場合）。又は、午前８時３０分から午後５時１５分（紙入

札の場合（下記４．(1)の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・

紙入札ともに午後２時までとする。 

 

令和７年 １月３１日 

分任支出負担行為担当官 

東北地方整備局 

湯沢河川国道事務所長  松原 寛 

 

１．工事概要 

工事名 湯沢国道区画線工事（以下「①工事」という。） 

大曲国道区画線工事（以下「②工事」という。） 

①～②工事、いずれも電子入札対象案件及び電子契約対象案件 

工事場所 ①工事 山形県最上郡真室川町及位 ～ 秋田県横手市安本 地内 

②工事 秋田県横手市安本 ～ 大仙市協和上淀川 地内 

工事内容 

①工事 

(ｱ) 区画線工       Ｌ＝65,000ｍ 

       (ｲ) 仮設工（交通管理工） Ｎ＝１式 

②工事 

(ｱ) 区画線工       Ｌ＝55,000ｍ 

(ｲ) 仮設工（交通管理工） Ｎ＝１式 

工  期 全体工期：①工事 契約締結日の翌日から令和７年 ８月２９日（工事完成期限）まで 

②工事 契約締結日の翌日から令和７年 ８月２９日（工事完成期限）まで 

使用する主要な資機材 

①工事 なし 

②工事 なし 

工事実施形態 

本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。 
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全体工期：①工事 契約締結日の翌日から令和７年 ８月２９日（工事完成期限）まで 

全体工期：②工事 契約締結日の翌日から令和７年 ８月２９日（工事完成期限）まで 

本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムに

よりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。 

本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。な

お、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式に代え

ることができるものとする。 

 

２．競争参加資格 

予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

東北地方整備局における塗装工事に係る令和５・６年度一般競争参加資格の認定を受けている者であ

ること（会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長（以下「局長」と

いう。）が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。 

会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者（上記(2) の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

平成２１年４月１日以降に、発注者から直接請け負った者（以下「元請け」という。）として完成・引

渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての施工

実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資
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比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。）。 

適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受け

ていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。 

また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事

務局開発建設部の発注した工事（いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房

官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。）

である場合は、工事成績評定点が 65 点未満のものではないこと。（工事成績評定点を証明する資料

を添付すること。添付されていない場合は、欠格となる場合がある。） 

ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を

提出する場合は、上記 ② 「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故

による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。 

次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。専任の要否は関係法

令による。 

また、本入札公告において申請できる技術者は上限 2 名とする。（上記１．で記載した複数の工事に

参加を希望する場合でも申請できる技術者は上限 2 名とする。） 

甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成

員が以下のいずれかに該当するものに限る。 

・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が 20%以上であること。 

・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。 

ただし、専任補助者を配置する場合、主任技術者又は監理技術者の下記 (ｱ) の施工経験は、(ｳ) 

に掲げる施工経験（以下、代要件という。）に代えることができる。 

(ｱ)高速自動車国道、自動車専用道路又は国県市町村道における区画線工の施工経験 

(ｲ)当該施工経験が適切なものであること。 

適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を

受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。 

また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総

合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が 65 点未満のものではないこと。

（工事成績評定点を証明する資料を添付すること。添付されていない場合は、欠格となる場合

がある。） 

ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経

験を提出する場合は、上記 (ｲ) 「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに

工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。 

(ｳ)専任補助者を配置する場合の (ｱ) に代わる施工経験（代要件） 

専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記 

(ｱ) に代わる施工経験（代要件）は、工事種別が上記 ２．(2) に示す「塗装工事」とする。 
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また、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。 

競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長

から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。  

上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面

において関連がある建設業者でないこと。 

入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

秋田県内に建設業法の許可（当該工事に対応する建設業種）に基づく、本社（本店）、支店、又は営業

所のいずれかが所在すること。 

経常建設共同企業体（甲型）にあっては、全ての構成員が、(1)、(6) 及び (9) の要件を満たしている

こと。 

東北地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和２年度から令和５年度までに完成・引渡しが完

了した塗装工事について、次の要件を満たしていること。 

なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。 

なお、当該経常建設共同企業体（甲型）としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しな

い場合については、工事成績評定点を要件としない。 

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省

発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

本入札公告に記載の複数の工事に参加を希望する場合でも、確認資料は各工事に共通なものとし、工

事毎に異なる確認資料を提出した場合は欠格とする。 

 

３．総合評価に関する事項 

評価項目 

本工事の総合評価は、次の ① から ② までと価格を総合的に評価して落札者を決定するものとす

る。 

総合評価の方法 

本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点 100 点

を与える。 
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入札価格及び技術資料（上記 (1) ② （以下、「技術資料」という。））の内容に応じ、上記 (1) 

① の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与え

る。 

なお、施工体制評価点の最高点数は 30 点、加算点の最高点数は 43 点とする。 

標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値（以下「評価値」という。）

をもって行う。 

なお、上記 ② の評価項目の詳細及び加算点の算出方法は入札説明書による。 

落札者の決定方法 

(ｱ)入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 

なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。 

(ｲ)評価値が、標準点（100 点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。 

 

４．入札手続等 

担当部局 

〒０１２－０８６２  秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２ 

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 経理課 

電話 ０１８３－７３－５１５０ 

入札説明書の交付期間及び方法 

入札説明書を電子入札システムにより交付する（電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登

録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。）。 

交付期間は、別表１．①に示す期間。 

ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記 (1)の担

当部局へその旨申し出ること。 

申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法 

本入札公告の複数の工事に参加希望する場合は、希望する工事毎に申請書を提出すること。確認資

料は、参加を希望する何れか 1 件の工事に添付すること。（詳細は入札説明書による。） 

申請書は、別表１．②に示す期日までに、確認資料は、別表１．③に示す期日までに、原則として電

子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記 (1) に持参、郵送（書留郵便に

限る。提出期限必着。以下同様。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。）

により提出することもできる。 

入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法 

入札の締切は、別表１．③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、

紙入札方式の場合は上記 (1) の担当部局に持参、郵送又は託送により提出することもできる。 

開札は、別表１．④に示す日時に東北地方整備局湯沢河川国道事務所入札室にて行う。 

 

５．その他 

手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

入札保証金及び契約保証金 
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ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店）又は金融機関若しくは保

証事業会社の保証（取扱官庁 東北地方整備局）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金を免除する。 

入札の無効 

落札者の決定方法 

一番目通知工事「①工事」 

二番目通知工事「②工事」 

配置予定技術者等の確認 

落札者決定後、コリンズ等により配置予定技術者（専任補助者を含む）の専任制違反の事実が確認

された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された

場合の外は、申請書及び確認資料の差し替えは認められない。 

専任の主任技術者（監理技術者）の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った

価格をもって契約する場合においては、主任技術者（監理技術者）とは別に同等の要件を満たす技術者

の配置を求めることがある。 

契約締結後の技術提案 

契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代

金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。

提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額

の変更を行うものとする。 

契約書作成の要否  要。 

本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する

予定の有無  無。 

施工体制確認のためのヒアリング及びヒアリングに際して追加資料の提出を必要に応じて行う。 

関連情報を入手するための照会窓口 上記４．(1) に同じ。 

一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

    上記２．(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４．(3)により申請書及び確

認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を

受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

本工事の競争参加資格に定める支店、営業所が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加

し落札決定の通知を受けた者に落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者

の確認及び営業所の活動実態の確認に関する資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた
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場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決

定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。な

お、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。 

本公告における内容の詳細については、入札説明書による。 
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別表１．本入札手続きに係る期間等 

 

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第

1 条に規定する行政機関の休日）を除く、午前 9 時から午後 6 時（電子入札の場合）。又は、午前８時３０分

から午後５時１５分（紙入札の場合（上記４．(1) の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の

最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後２時までとする。 

 

① 入札説明書の交付期間 公告の日から令和 7 年 2 月 18 日午後２時まで 

② 申請書の提出期限 令和 7 年 2 月 7 日午後２時まで 

③ 確認資料の提出期限及び入札の締切 令和 7 年 2 月 18 日午後２時まで 

④ 開札日時 
 

 
① 湯沢国道区画線工事 令和 7 年 3 月 14 日午前１０時１０分 

 
② 大曲国道区画線工事 令和 7 年 3 月 14 日午前１１時１０分 

 


